
 

 

 

 

 

地域包括支援センター運営協議会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年度 第１回久留米市地域包括支援センター 

の運営に関する協議会資料） 

 

 

令和７年９月１６日 

久留米市健康福祉部 長寿支援課 
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地域包括支援センターの業務及び運営協議会の役割について 

 

１ 地域包括支援センターとは 

設置の目的（根拠法：介護保険法第 115条の 46） 

「地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援業

務等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関」として設定されるもので、平成１８年度

より制度化された。 

 

厚生労働省資料 
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２ 地域包括支援センター設置主体 

「市町村は、老人福祉法第２０条の７の２第１項に規定する老人介護支援センターの設置者その他

の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。」（介護保険法 

第１１５条の４７） 

久留米市は、全１１箇所の地域包括支援センターの運営を、「一般社団法人くるめ地域支援センタ

ー」に委託している。 

 

３ 久留米市の日常生活圏域と地域包括圏域 

久留米市では、高齢者人口が 7,500人程度の「日常生活圏域」（Ａ～Ｋ圏域）を設定している。 

  日常生活圏域を５つの「包括圏域」にまとめ、それぞれに 2～3 か所の地域包括支援センターを設

置しており、現在は合計１１か所に設置している。 

 

包括
圏域

日常生活
圏域

センター名称 小学校区 設置個所

Ｂ 中央
荘島・日吉・篠山・
南薫・長門石

ＨＭ久留米ビル（東町）

Ｄ 中央第２ 京町・鳥飼・金丸 ＩＫＥＤＡビル（原古賀町）

Ａ 中央第３ 西国分・東国分 え～るピア久留米敷地内

Ｋ 東
山川・山本・草野・
善導寺・大橋

東部地域高齢者ケアステーション

Ｈ 東第２
船越・水分・柴刈・川会・
竹野・水縄・田主丸

田主丸総合支所

Ｉ 西
城島（下田、浮島含む）・青木・
江上・犬塚・三潴・西牟田

三潴総合支所

Ｊ 西第２ 荒木・安武・大善寺 市営大善寺団地№８棟

Ｆ 南 上津・高良内（青峰を含む） 南部保健センター

Ｃ 南第２ 南・津福 教育センター

Ｇ 北
小森野・宮ノ陣・北野・
弓削・大城・金島

コスモすまいる北野

Ｅ 北第２ 御井・合川 地場産くるめ

中央

東

西

南

北
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４ 地域包括支援センターの事業内容（令和 6年度） 

久留米市が委託する令和 6年度の業務内容は以下のとおり。 

①第１号介護予防支援業務 

要支援者、及び「基本チェックリスト」の記入内容が、

総合事業対象者と判断できる者に対して提供されるケア

マネジメント等 

②包括的支援業務 

ア 総合相談支援業務 
各種相談対応、地域におけるネットワーク構築、実態把

握等 

イ 権利擁護支援業務 
成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支

援、高齢者虐待防止、困難事例への対応等 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント 
関係機関、介護支援専門員等のネットワークの構築・活

用等 

エ 認知症総合支援業務 
症状・容態に応じた適切な医療・介護サービスの提供、

認知症の人と家族にやさしい地域づくり等 

③地域ケア会議業務 
個別事例の検討を通じた多職種協働によるケアマネジメ

ント支援、地域のネットワーク構築等 

④認知症地域支援推進員業務 
認知症地域支援推進員を配置し、医療と介護の連携強化

や地域における支援体制の構築等 

⑤介護予防活動 
介護予防に係る地域課題を把握し、自主的に介護予防に

取り組むまちづくりを推進する 

⑥地域包括支援センター連携業務 
行政、職能団体、医療・介護サービス事業者等との総合

調整 

⑦指定介護予防支援業務 
指定介護予防支援事業所の指定を受け、居宅要支援被保

険者に係る指定介護予防支援業務等 

⑧地域包括支援センター評価の実施・

協力 

地域包括センター運営の公正・中立性及び活動状況等の

自己評価等 

⑨重層的支援体制整備事業への対応 

改正社会福祉法第１０６条の４（令和３年４月施行）の

規定により、本市が推進する重層的支援体制整備事業へ

の協力等 

 

 

５ 地域包括支援センターの職員配置について 

（１）センターの人員について 

センターには、包括的支援事業を適切に実施するため、原則として①保健師、②社会福祉士、③主

任介護支援専門員を置くこととされている（施行規則第140 条の66 第１号イ）。 

久留米市では、保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員の３職種を各地域包括支援センターに

１名以上配置することに加え、令和３年度より認知症地域支援推進員を各地域包括支援センターに１

名配置することを要件としている。 
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（２）職員配置数 

国は「高齢者人口 3,000人以上 6,000人未満ごと」に３職種を１人ずつ常勤で配置するとしている。 

久留米市でも同様に、「久留米市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例」において、

高齢者人口 3,000人以上 6,000人未満ごとに３職種を１人ずつ常勤で配置することとしている。 

令和６年度から令和８年度においては、業務委託仕様書において地域包括支援センター11箇所の総

配置職員数は下表のとおりとしている。 

○久留米市地域包括支援センター総配置職員数（令和６年度～令和８年度契約） 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

３職種 
認知症

推進員 

事 務

職員 
３職種 

認知症

推進員 

事 務

職員 
３職種 

認知症

推進員 

事務

職員 

59 11 4 60 11 4 61 11 4 

 

※参考 久留米市地域包括支援センター 職員配置人数（令和７年３月３１日現在） 

地域包括支援センター職員配置状況（単位：人）　　 現在

センター
高齢者
人口

保健師等 社会福祉士
主任介護
支援専門員

三職種
合計

ケアプラン
専従

合計

中央 9,164 2 5 2 9 1 10

中央2 7,637 3 2 1 6 1 7

中央3 7,576 3 2 1 6 0 6

東 6,587 2 4 1 7 1 8

東2 6,220 2 3 1 6 0 6

西 8,944 2 3 2 7 0 7

西2 7,938 2 3 2 7 0 7

南 8,347 3 2 1 6 0 6

南2 7,615 2 3 3 8 0 8

北 9,173 3 2 1 6 1 7

北2 5,451 2 2 1 5 0 5

合計 84,652 26 31 16 73 4 77

令和7年3月31日

 

 

６ 地域包括支援センター運営協議会について 

（１）設置根拠（介護保険法施行規則第１４０条の６６第２号ロ） 

   地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適

切、公正かつ中立な運営を確保すること。 

 

（２）運営協議会の役割等 

 運営協議会の目的は、センターにおける各業務の評価等を行うことで、センターの適切、公正か
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つ中立な運営の確保を目指すことである。そのため、センターに年度毎の事業計画を立てさせ、業

務の遂行状況を評価し、次年度の事業に反映させる等、ＰＤＣＡサイクルを確立させるために、セ

ンターから事業計画書等を提出させて評価する必要がある。 

 

（３）構成員 

  運営協議会の構成員については、次に掲げるところを標準とし、センターの公正・中立性を確保す

る観点から、地域の実情に応じて市町村長（特別区の区長を含む｡）が選定する。なお、構成員は非

常勤とし、再任することができる。 

  ①介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び織能団体（医師、歯科医師、看護師、介

護支援専門員、機訓練指導員等） 

  ②介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者（第１号及び第２号） 

  ③介護保険以外の地域の社会的資源や地域における権利擁護､相談事業等を担う関係者 

  ④前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者 

 

（４）所掌事務 

①地域包括支援センターの

設置等に関すること 

圏域の設定 

業務の法人への委託 

業務を委託された法人による総合事業および予防給付に係る事業

の実施 

介護予防支援業務を委託できる居宅介護事業所の選定 

公正・中立性の確保に関すること 

②地域包括支援センターの

行う業務の方針に関するこ

と 

市町村が示すこととされている、地域包括支援センターが行う業

務に係る方針が適切かどうか市町村に対して意見を述べるものと

する 

③地域包括支援センターの

運営に関すること 

（※市町村の点検・評価の

方針に基づいて、事業が適

切に実施されているかどう

か、必要な基準を作成したう

えで、定期的または必要時

に地域包括支援センターの

事業内容を点検・評価しま

す） 

運
営
全
体
に
関
す
る
も
の 

組織・運営体制 

・センターの人員体制が業務に対して適切なものとなっているか 

・担当区域における高齢者のニーズ把握を行っているか 

・職員間、専門職間の連携が効果的に行われているか 

個人情報の保護 

・責任者を配置するなど個人情報保護の徹底が図られているか 

利用者満足の向上 

・適切な総合相談、苦情への対応ができる体制となっている

か 

・安心して相談できるようプライバシーの確保が行われてい

るか 

公平性・中立性の確保 

・公平性・中立性に配慮して、介護サービス事業所等の紹介
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や指定介護予防支援業務の委託先の選定を行っているか 

個
別
の
業
務
に
関
す
る
も
の 

総合相談支援業務 

・相談内容ごとの対応状況が把握（進捗管理）できているか 

権利擁護業務 

・成年後見制度の活用、消費者被害の防止の取組がなされ

ているか 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

・地域ケア会議の運営方針について職員間での共有ができ

ているか 

・介護支援専門員に対する効果的な相談対応がなされているか 

介護予防に係るケアマネジメント 

・多様な地域資源がケアプランに位置づけられているか 

市町村事業との連携 

・在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認

知症総合支援事業との連携が適切になされているか 

④地域包括支援センターの

職員の確保に関すること 

地域包括支援センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営

協議会の構成員や関係団体等の間で調整を行う 

⑤その他の地域包括ケアに

関すること 

地域における介護保険以外のサービス等と連携体制の構築、地域包

括支援ネットワークを支える地域の社会資源の開発、その他の地域包

括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う 

 



久留米市地域包括支援センターの運営に関する協議会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 久留米市における地域包括ケアの中核的機関である「地域包括支援センター」について、適切、

公正かつ中立な運営を確保することを目的として、介護保険法施行規則第１４０条６６第２号の規定

に基づき、久留米市地域包括支援センターの運営に関する協議会（以下「運営協議会」という。）を

設置する。 

 

（組織） 

第２条 運営協議会は、次に掲げる分野又は団体等の関係者の中から市長が委嘱する委員で構成するこ

ととし、委員の半数以上は、久留米市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進協議会の構成委員と

する。 

 (1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び保健医療に関する職能団体 

 (2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者 

(3) 地域の社会資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者 

(4) 地域ケアに関する学識経験者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な分野又は団体等の関係者 

 

（任務） 

第３条 運営協議会は次に掲げる事項の協議を行う。 

 (1) 地域包括支援センターの設置、運営及び評価等に関すること。 

 (2) その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 運営協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（任期） 

第５条 運営協議会委員の任期は、３年以内とし、市長が決定する。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

 

（会議） 

第６条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（庶務） 

第７条 運営協議会の庶務は、健康福祉部長寿支援課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 


